
岡山西税務

医歯薬学総合研究科（歯）

国立大学法人　岡山大学

令和２

99999999

岡山県岡山市北区津島中一丁目1番1号

ｵｶﾔﾏ ﾀﾛｳ

岡山　太郎

岡山市北区津島中1-2-3

850万 655万

岡本　太郎月給 A9999

2 2600 0500 2575

ｵｶﾔﾏ ﾊﾅｺ

岡山　花子 岡山市北区津島中1-2-3

(昭26.1.1以前生)

昭和58年4月1日

収入   所得

(平10.1.2以後生)

※公的年金所得金額調整控除はこちらの
金額から控除しないでください

※公的年金所得金額調整控除はこちらの
金額から控除してください

個人番号については給与支払者に

提供済みの個人番号と相違ない。

給与の支払者
確認欄

印

*記載不要*

*記載不要*

《参考》R1実績 

9,600,000
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Ａ
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✔

②

380,000

ｵｶﾔﾏ モモコ

岡山　桃子 岡山市北区津島中1-2-3

　12  3  3

子✔ 0

シャチハタ不可

1,000,000

　300,000  20,000

４⃣

fw12my
楕円

fw12my
テキストボックス
記入例

fw12my
楕円

fw12my
長方形

fw12my
長方形

fw12my
テキストボックス
令和2年の収入見積金額を記入してください。参考として、昨年の岡大給与を欄外（左）に記載しています。※副業の給与収入がある場合は、副業収入も含めた金額を記入してください。

fw12my
テキストボックス
全員提出

fw12my
テキストボックス
計算した合計所得に該当する判定にチェックをし、判定結果を「区分I」「基礎控除の額」に転記してください。

fw12my
長方形

fw12my
長方形

fw12my
長方形

fw12my
長方形

fw12my
長方形

fw12my
長方形

fw12my
長方形

fw12my
長方形

fw12my
長方形

fw12my
テキストボックス
特別障害に係る要件に該当する場合は、裏面3-2(4)の内容を記入してください。※扶養控除申告書に記入済みの場合は、「扶養控除等申告書の通り」と記入してください。

fw12my
長方形

fw12my
線

fw12my
長方形

fw12my
線

fw12my
線

fw12my
線

fw12my
線

fw12my
長方形

fw12my
線
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線

fw12my
線

fw12my
線

fw12my
線

fw12my
長方形

fw12my
線

fw12my
線

fw12my
線

fw12my
テキストボックス
いずれか一方に記入

fw12my
線

fw12my
線

fw12my
線

fw12my
長方形

fw12my
線

fw12my
線

fw12my
テキストボックス
本人の給与の収入金額が850万円超かつ要件を満たす方対象

fw12my
テキストボックス
全員記入

fw12my
長方形

fw12my
長方形

fw12my
テキストボックス
　基礎控除

fw12my
楕円

fw12my
テキストボックス
１

fw12my
テキストボックス
　配偶者控除

fw12my
テキストボックス
　　所得金額調整控除

fw12my
テキストボックス
裏面4(1)の【給与所得の金額の計算方法】を参考に計算した所得金額を記入してください。

fw12my
線

fw12my
テキストボックス
副業の給与収入がある場合は、「うち副業」欄に副業の収入額を記入してください。

fw12my
楕円

fw12my
楕円

fw12my
テキストボックス
２

fw12my
テキストボックス
３

fw12my
テキストボックス
区分I、区分IIより控除額を判定し、区分IIが①②の場合は「配偶者控除の額」に、③④の場合は「配偶者特別控除の額」に、控除金額を転記してください。

fw12my
テキストボックス
計算した合計所得に該当する判定にチェックをし 判定結果を「区分II」に転記してください。

fw12my
テキストボックス
給与以外の所得がある場合は裏面4(2)の【給与所得以外の所得の合計額】を参考に記入してください。※所得＝収入－必要経費

fw12my
線

fw12my
線

fw12my
テキストボックス
対象者情報を記入してください。※対象があなた自身の場合は不要

fw12my
テキストボックス
該当する要件にチェックを入れてください。（2つ以上に該当する場合は、いずれか1つをチェック）

fw12my
テキストボックス
配偶者所得133万円以下かつ本人所得1,000万円以下の方対象（給与所得のみの場合）所得133万円以下=給与収入2,015,999円以下、所得1,000万円以下=給与収入1,195万円以下）




